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年

金

介
護
保
険

国
民
年
金
保
険
料
の

学
生
納
付
特
例
制
度
を

ご
存
じ
で
す
か
？

国
民
年
金
は
、
２０
歳
以
上
の
す

べ
て
の
方
が
加
入
し
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
学

生
の
方
も
、
国
民
年
金
に
加
入
し

て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
所
得

が
少
な
い
学
生
の
方
が
、
将
来
、

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
こ
と
や
、
不
慮
の
事
故
な

ど
に
よ
り
障
害
が
残
っ
て
し
ま
っ

た
場
合
に
障
害
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と

な
ど
を
防
止
す
る
た
め
、
本
人
の

申
請
に
よ
り
納
付
を
猶
予
さ
れ
る

制
度
で
す
。

な
お
、
前
年
度
に
学
生
納
付
特

例
の
承
認
を
受
け
て
い
た
方
も
、

毎
年
度
、
申
請
が
必
要
で
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

対
象
者

・

大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高

校
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
な

ど
に
在
学
し
て
い
る
学
生
、
生

徒

・

前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
（
所
得
の
目
安
１
４
１
万

円
以
下
）

手
続
き
先

・

役
場
町
民
課
住
民
係
又
は
社

会
保
険
事
務
所

必
要
な
も
の

・

年
金
手
帳

・

学
生
証
又
は
在
学
証
明
書

・

印
鑑

◆
手
続
き
の
簡
素
化
に
つ
い
て

前
年
度
に
学
生
納
付
特
例
が
承

認
さ
れ
た
方
で
ハ
ガ
キ
様
式
の
申

請
書
が
送
付
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
、

引
き
続
き
学
生
納
付
特
例
を
申
請

す
る
場
合
は
、
ハ
ガ
キ
様
式
の
申

請
書
に
学
校
名
、
氏
名
、
住
所
な

ど
を
記
入
の
う
え
郵
便
ポ
ス
ト
へ

投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

承
認
さ
れ
る
と

・

承
認
期
間
は
、
将
来
受
け
取

る
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
（
２５
年
）
に
は
算
入
さ
れ

ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
。

・

承
認
期
間
中
の
ケ
ガ
や
病
気

な
ど
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
は
、

一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
障
害

基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

・

承
認
期
間
の
保
険
料
は
、
１０

年
以
内
で
あ
れ
ば
古
い
順
に
納

付
が
可
能
で
す
。
た
だ
し
、
承

認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か

ら
起
算
し
て
、
３
年
度
目
以
降

に
保
険
料
を
納
付
す
る
場
合
は
、

当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間

に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ

れ
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

「
口
座
振
替
」が

便
利
で
お
得
で
す

〔
安
心
〕

自
動
引
き
落
と
し
で
納
め
忘
れ

の
心
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。

〔
便
利
〕

金
融
機
関
な
ど
に
行
く
手
間
と

時
間
が
省
け
ま
す
。

〔
簡
単
〕

一
度
の
届
出
で
手
続
き
が
で
き
、

手
数
料
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

〔
お
得
〕

振
替
方
法
を
当
月
末
の
口
座
振

替
（
早
割
）
に
す
る
と
、
月
々
５０

円
（
年
間
６
０
０
円
）
割
引
さ
れ

ま
す
。

手
続
き
先

・

役
場
町
民
課
住
民
係
又
は
社

会
保
険
事
務
所

必
要
な
も
の

・

年
金
手
帳
又
は
納
付
書

・

通
帳

・

金
融
機
関
の
届
出
印

○

平
成
２０
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
は
、
月
額
１
４
�１
０
０
円

で
す
。

○

口
座
か
ら
の
保
険
料
引
落
日

は
、
月
末
と
な
り
ま
す
。
月
末

が
休
日
の
場
合
は
、
翌
営
業
日

が
引
落
日
と
な
り
ま
す
。

社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http
://w

w
w
.sia.go.jp

社
会
保
険
庁
で
は
、年
金
に
関
す

る
最
新
情
報
や
、国
民
年
金
・
厚
生

年
金
な
ど
の
制
度
に
つ
い
て
よ
り

深
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

愛
媛
社
会
保
険
事
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http
://www.sia.go/jp/̃ehim

e/

県
内
社
会
保
険
事
務
所
の
年
金

相
談
窓
口
の
休
日
や
夜
間
の
開
設

日
な
ど
の
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す
。

（
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
）

問
い
合
わ
せ

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
保
険
料
課

�
９
２
５
―
５
１
７
５

役
場
町
民
課
住
民
係

�
９
８
５
―
４
１
０
６

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の

公
表
制
度
に
つ
い
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
情
報

提
供
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
・

向
上
を
目
的
と
し
て
、
平
成
１８
年

４
月
か
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

に
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

http
://w

w
w
.pref.ehim

e.jp/h
20400/kaigohoken/kouhyou/
index.htm

問
い
合
わ
せ

役
場
介
護
保
険
課
介
護
保
険
係

�
９
８
５
―
４
１
１
５

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
年
金

◆
介
護
保
険

◆
税

◆
募
集
・
レ
ク
・
バ
レ
ー
大
会

・
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
大
会

◆
お
知
ら
せ
・
水
道
検
針
・
集
金
事
務
委
託
者
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